
（附属機関の設置） 
第２条 本市の執行機関等は、別表１の執行機関等の欄に掲げる区分に
応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置するほか、
担任する事務に応じ、それぞれ別表２の附属機関の欄に掲げる類型の附
属機関を設置する。 

札幌市健康づくり推進協議会 

健康増進法第８条第２項に規定する健康増進計画その他本市の健康づく
りに関する施策についての審議に関すること。 

札幌市附属機関設置条例 

別表１ 

札幌市健康づくり基本計画「健康さっぽろ２１」
の策定・推進・評価等を行う 

札幌市健康づくり推進協議会要綱 第２条第１項 

資料２別添 





二次医療圏 

都道府県 
道民の健康づくり推進委員会 

（地域・職域連携推進専門部会） 

札幌圏域地域・職域連携推進連絡会 

（札幌市・江別市・千歳市） 

札幌圏域地域・職域連携推進連絡会 

札幌部会 

目的：地域保健と職域保健が連携して、 
              保健事業を共有する 

各保健所での部会設置
を連絡会の要領で規定 

札幌圏域地域・職域連携推進連絡会について 


